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２．心のケア等の被災者支援



２.心のケア等の被災者支援
（１）見守り・日常生活支援等

○ 発災当初47万人に上った避難者は、その多くがおおむねH23年9月ごろまでには応急仮設住宅等に入居。

○ 住宅再建に年数を要する地域では、仮設住宅生活が長期化し、コミュニティの弱体化や
被災者の孤立の問題が生じるおそれ。
→自治体による以下のような取組を支援。
・ 高齢者等に対する生活支援サービス、地域交流などの総合的な機能を有する
サポート拠点を仮設住宅に設置
・ 社会福祉協議会等による見守り活動
・ 健康相談、運動教室など健康支援活動 等

○ 災害公営住宅等の整備が進む中で、一人暮らしの高齢者など、生活再建に問題を抱える方々の
円滑な住宅移転や生活再建のための相談支援に取り組む自治体を支援。

○ これらにより、被災者の災害公営住宅への移転が進み、応急仮設住宅向けの支援は減少。
他方、災害公営住宅入居後においても、被災者が地域の中で生き生きと安心して日常生活を
営むことができるよう、高齢者などに対する日常的な見守り・相談支援等の実施を支援している。

【取組例】自治体が行う見守りや生活再建支援等の取組について、財政面等から支援

①被災者の見守り・相談支援を行うための生活支援相談員を配置
（岩手137人、宮城195人、福島212人、合計544人（H31.3時点））

②被災者に対する伴走型の生活再建支援（仙台市の取組）
→戸別訪問による生活状況の把握などを実施した上で、
横軸に「日常生活において継続的支援が必要か」、
縦軸に「住まいの再建方法が定まっているか」の２つの軸をもとに
再建方針を整理・類型化し、被災者に寄り添った支援を実施。

これまでの取組
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関係指標

○相談員等の見守り等が必要な世帯数 H28年度：約6.2万世帯、H29年度：約5.5万世帯、H30年度：約4.6万世帯
（うち、仮設住宅入居世帯数 H28年度：約2.8万世帯、H29年度：約1.2万世帯、H30年度：約0.4万世帯）

今後の課題や施策の方向性

○ 災害公営住宅等の恒久住宅への移転後も、孤立防止のための見守りや、生活・健康相談支援等が
なお必要と考えられる高齢者等に対しては、一定期間、支援を継続することについて検討が必要。

○ 他方、復興が進展し、生活再建が進む中で、速やかな復興の完了と自立に向けた支援のあり方を
検討していく観点から、被災者支援としての見守りや生活・健康相談等と、地域包括ケア等の
一般的な地域課題に対する施策との関係性等に留意しつつ、地域における実情等を把握する必要がある。

○ 福島については、避難生活の長期化や、避難指示が解除されたが住民の帰還が
進んでいない区域があるといった事情があり、見守り等の支援の継続についての
検討にあたって考慮する必要がある。

２.心のケア等の被災者支援
（１）見守り・日常生活支援等



２.心のケア等の被災者支援
（２）コミュニティ形成支援・生きがいづくり等
これまでの取組

○ 災害公営住宅に移転した直後は、地域内外からの被災者が集まって生活を営むこととなる。
このため、生活の重要な要素であるコミュニティを新たに構築することが課題。

○ 災害公営住宅への移転後の住民同士のコミュニティ形成や既存のコミュニティとの融合など、
コミュニティの支援に資する自治体の取組を支援。
・ コミュニティ活動の支援人材の配置、
・ 災害公営住宅等における自治会の立ち上げ・活動、
・ 地域住民との交流会の開催 等

○ 被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、他者とのつながりや、
生きがいを持って生活することに資する自治体やNPO等の支援団体の活動を支援。
・ 農作業を行い、収穫物で地域住民との交流会を開催
・ まちづくりのイメージを作成するワークショップの実施
・ 手作りグッズの制作活動 等

【取組例】自治体等が行うコミュニティ形成支援に資する取組について、財政面から支援
災害公営住宅における自治会設立支援等（岩手県、陸前高田市、陸前高田市社会福祉協議会、岩手大等）
●行政の各担当課・社協・NPO・大学等による支援者連携ミーティングの設置
・ 各組織が中心的に担う役割の確認と協力体制の確立。

●顔合わせ会
・ 入居者をグループに分けて顔合わせ会を開催。生活上の課題の解決、自立したコミュニティ形成への
一歩として自治会設立の必要性を支援者が提案。グループごとに互選で自治会設立準備委員を選出。

●自治会設立準備委員会の開催
・ 会費、組織、役員候補などを協議。自治会やコミュニティ活動について意見交換。
支援者が協議への全員参加と、意見のバランスを調整するなど支援。
これにより合意形成の習慣づけ、「自分ごと」「総参加型」の意識を醸成・共有。

●自治会設立
・ 半年後に自治会設立。準備委員会での合意形成、協力体制の構築、主体性の醸成という基盤を
生かして自治会活動（一斉清掃、納涼祭等の行事）や、自立したサークル活動（麻雀やカラオケ）等を推進。 ５



２.心のケア等の被災者支援
（２）コミュニティ形成支援・生きがいづくり等

関係指標

○ 災害（復興）公営住宅における自治会の設立状況（復興庁が被災三県に聞き取り（R1年8月））

・岩手県内 ： 177団地のうち、154団地で自治会が設立（約87％）

・宮城県内 ： 301地区のうち、289地区で自治会が設立（約96％）

・福島県内 ： 140団地のうち、105団地で自治会が設立（75％）

今後の課題や施策の方向性

○ 自治会の設立後に、自立したコミュニティが安定して機能するようになるまでは、一定の期間が必要となると
考えられる。

○ このため、復興・創生期間の終盤に再建される地区のコミュニティ形成支援や生きがいづくりのための
「心の復興」への支援などについて、一定期間、継続することについて検討が必要。

○ 災害公営住宅では高齢化や自治会活動の担い手不足等の課題がある。住民の主体性が醸成され、
自立するまでの支援の期間や内容について検討が必要。
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２.心のケア等の被災者支援
（４）被災した子どもの健康・生活支援等

○ 被災自治体が行う被災した子どもへの取組を支援してきた。
・ 子どもをもつ家庭等への訪問による心身の健康に関する相談・支援、
・ 仮設住宅に住む子どもが安心して過ごすことができる居場所づくり、遊具の設置、
・ 子どもの心と体のケア 等

○ また、震災の影響で学習環境が十分でない地域の子どもを中心に、地域と学校の連携・協働による
子どもの学習環境の整備やコミュニティの復興促進を図る自治体の取組を支援。

○ 加えて、福島県においては、原発事故の影響により子どもの運動機会が減少したことを踏まえ、心身
の健康を保持するため、学校等が実施する自然体験活動や県外の子どもたちとの交流活動等を支援。

【取組例】自治体が行う被災した子ども向けの取組について、財政面から支援
① 狭い仮設住宅や安心して外で遊べないなど、被災地の子どもの運動機会が減少していることを
踏まえ、児童館や体育館などへの大型遊具の設置や、子育てイベントなどの遊び場の確保
② 震災により親を亡くした子どもやその家族等が抱える様々な不安や悩みを解決するために、
子どもに対する心と体のケアに関する相談・支援
③ 児童福祉施設等の給食について、食材の放射線検査（事前検査）や、
給食のモニタリング検査（給食一食全体の事後検査）
④ 被災者に対して市町村が保育料等を減免
⑤ 福島県内の幼児・児童生徒に対して学校等が実施するキャンプや自然観察等の自然体験活動等

これまでの取組
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２.心のケア等の被災者支援
（４）被災した子どもの健康・生活支援等

○ 震災で親を亡くした（震災関連死を含む）子どもの人数
・ 震災孤児： 243人（発災時18歳未満） → 86人（H30.3.1現在18歳未満）
・ 震災遺児：1,548人（発災時18歳未満） → 702人（H30.3.1現在18歳未満）

※震災孤児・・・東日本大震災により両親（ひとり親家庭についてはその親）が亡くなった又は行方不明となった児童。
児童の年齢は震災発生時に18歳未満であったもの。

※震災遺児・・・東日本大震災によりひとり親となった児童。児童の年齢は震災発生時に18歳未満であったもの。（震災発生時に胎児であった児童を含む。）

○ 親を亡くした子ども等への心身のケア巡回相談回数
H28年度：902回、 H29年度：756回、 H30年度：1,511回

○ 学校校庭にある仮設住宅の状況（H31.3末時点）
岩手県：ピーク時（H23年度）35校→1校、 宮城県：ピーク時（H23年度）32校→1校

今後の課題や施策の方向性

○ 避難生活の長期化や震災により親を亡くすなど、心と体のケアが必要な子どもに対しては、
復興・創生期間後も支援の継続が一定期間必要。

○ 地震・津波による被災への対応は、インフラや住宅等の復旧が概ね終了し、被災者の生活再建が
進む中で、速やかな復興の完了と自立に向けた支援のあり方を検討していく必要がある。

○ 原子力災害による被災への対応に関する復興・創生期間後の支援のあり方については、
これらの取組に対するニーズ等についてきめ細かく把握し、検討していく必要がある。

関係指標

【校庭仮設】 【校庭仮設解消後】
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２.心のケア等の被災者支援
（５）県外避難者支援

○ 福島県においては、地震・津波による被災に加え、原子力災害による被災により、多くの方が自県内外に避難。

○ 避難生活が長期化する中、県外避難者の帰還・生活再建を促進するための相談支援・情報提供が重要な課題。

○ 福島県は、国の支援を受けつつ、相談窓口の設置などに取り組んでいる。

○ また、避難先自治体による県外避難者への見守り・相談支援、交流活動等の取組への支援を実施。

【取組例】福島県等が実施する県外避難者支援の取組について、財政面等の支援を実施。
①駐在員（県職員）や復興支援員の配置

→ 戸別訪問等を行う駐在員や復興支援員を避難先自治体に配置

②「生活再建支援拠点」の設置
→ 避難先で帰還や生活再建について相談できる 「生活再建支援拠点」（全国26か所）の設置

③支援団体への補助を通じた県外避難者支援
→ 県外避難者を支援する県外の団体等に、相談、見守り、交流等の活動経費を助成

④応急仮設住宅の供与等の住宅支援
→ 応急仮設住宅の供与（H30年度までの2年間、経過措置（民間賃貸住宅の家賃補助、国家公務員宿舎の貸与）を実施）

公営住宅の入居円滑化措置
⑤避難者住宅確保・移転サポート事業

→ 不動産会社への付き添いや、諸手続の支援
⑥ふるさとの情報提供

→ 福島の復興状況や避難者支援の取組に関する情報紙や、県・市町村の広報誌、

地元紙のダイジェスト版などを避難者に提供

これまでの取組
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３．医療・介護提供体制







４．被災した子どもに対する支援



４．被災した子どもに対する支援
（１）教育環境の整備、児童生徒の心のケア

関係指標

これまでの取組

今後の課題や施策の方向性

○ 岩手県、宮城県では公立学校施設の復旧が完了し、福島県においても学校再開が進展（参考資料２）。また、平成27年４月に福島県立
ふたば未来学園高等学校、平成31年４月は同学園中学校が開校。

○ 被災地における教育を適切かつ円滑に実施することができるよう、被災した子ども達等の心のケアや健康相談、学習をきめ細かく支援
するため、教職員配置の特例的な措置を講ずるとともに、教職員・保護者等への助言・援助、学校教育活動の復興支援、福祉関係機関と
の連携調整等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー等を活用する経費を支援。

（令和元年度予算額）
・被災児童生徒に対する学習支援等のための教職員加配 18億円
・緊急スクールカウンセラー等活用事業 24億円

○ 引き続き震災を受けて心のケアが必要な児童生徒がいる状況等を十分に考慮しつつ、支援の必要な児童生徒数等について被災自治体
と丁寧な情報交換を行いながら、過去の災害における支援の状況などを勘案し、必要な支援を検討。

〇被災に起因して配慮が必要な児童数は、低学年で少なく、高学年において多い。（参考資料３）
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４．被災した子どもに対する支援
（２）被災児童生徒の就学支援

○ 東日本大震災により被災し、経済的理由から就学困難となった児童生徒等が安心して学ぶことができるよう、被災による経済的理由か
ら就学困難となった児童生徒等に対して都道府県等が就学支援等を実施する場合、被災による支援対象者数の増加に伴う都道府県等の負
担を考慮し、交付金として経費の全額を国庫で支援。

（令和元年度予算額）
・被災児童生徒就学支援等事業（東日本大震災） 44億円

関係指標

○ 対象者は減少（H23：［全国］約6.8万人、［うち、被災３県］約5.4万人→H30：［全国］約2.5万人、［うち、被災３県］約2.3万人。詳
細は参考資料４）してきているが、未だに多くの震災に起因した経済的理由により就学が困難である者が被災３県に存在しており、就学援
助率も依然として震災前に比べ高くなっている。

今後の課題や施策の方向性

○ 未だに多くの震災に起因した経済的理由により就学が困難である者が被災３県に存在しており、適切に対応することが求められている。

○ 過去の災害における支援の状況などを勘案しつつ、必要な支援を検討。

これまでの取組

※要保護等とは、「要保護」、「準要保護」、「被災児童生徒就学援助事業対象児童生徒数」のことをいう。
出典:「就学援助実施状況等調査」
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（参考１）東日本大震災により被災した児童生徒の学校における受入れ状況

出典：「東日本大震災により被災した児童生徒の学校における受入れ状況について」

（２）東日本大震災の影響により、震災前の居住地とは別の居住地の学校で受け
入れた児童生徒数（平成30年5月1日現在）※同一都道府県内における受入れ数を含む

（１）東日本大震災の影響により、震災前の居住地とは別の居住地の学校で受け入れ
た児童生徒数の推移 ※同一都道府県内における受入れ数を含む

（３）東日本大震災の影響により、震災前の居住地とは別の居住地の学校で受け入れた
児童生徒数のうち、被害が甚大な３県（岩手県、宮城県、福島県）に居住していた
児童生徒を他の都道府県にある学校が受け入れた数 （平成30年5月1日現在）

（４）東日本大震災の影響により、震災前の居住地とは別の居住地の学校で受け入れた児童
生徒数のうち、被害が甚大な３県（岩手県、宮城県、福島県）においてそれぞれ同じ県内の
学校から受け入れた児童生徒数（平成30年5月1日現在）
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（参考２）福島県・学校再開の状況
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５．今後の課題と教訓



５．今後の課題と教訓
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今後の復興に向けた課題、対応の方向性

今後起こり得る大規模災害に対する防災・減災対策の活かすべき教訓

○ 地震・津波被災については、全般的に支援対象者数等は減少傾向にあるが、
やむを得ない事情による事業進捗の違いや他の大規模災害の実例、
一般施策との区分の明確化等に留意しつつ、復興の完了と自立に向けて、
なお必要と見込まれる行政サービスをきめ細かく把握し対応する必要がある。

○ 原子力災害被災については、避難生活の長期化等に伴い個別化・複雑化した被災者の課題に
対してきめ細かい支援を行う必要がある。

○ 東日本大震災の復興においては、ステージに応じた被災者の支援が、被災地の自治体をはじめとする
行政、NPO等の民間団体など様々な主体の協働の下に提供されてきた。

○ 今後の大規模災害からの復興に当たっても、このような様々な主体の協働が不可欠であると考えられる
ことから、被災後に体制整備などが円滑に行われるよう、平時から関係者間のネットワークを構築しておく
ことが重要である。


